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所 管 委 員 会 総務常任委員会 

関 係 案 件 議案第８８号 

提  出  課 人事課 

 

特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について 
 

１ 改正理由 

  不適切な発言により、市政に対する信頼を損ねた責任を重く捉え、市長が自らを強く

戒めるため、給料の全額を５か月間、減額するもの 

 

２ 改正内容 

 ⑴ 令和６年７月から同年１１月までの５か月間の給料月額について、全額を減額す

る。（６月期末手当相当額を含む。）  

  ＜参考＞ 

区分 
条例本則の 

給料月額 

減額後の 

給料月額 

市長 
969,200 円  

(823,820 円) 
0 円  

  ※下段括弧内は１５％減額後の現行の給料月額 

⑵ ⑴の条文追加に伴い引用条項を整理する。（附則第２項関係） 

 

３ 施行期日 

  公布の日 

 

４ 特別職の職員の給与に関する条例改正案新旧対照表 

 ⑴ 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正 

（下線部分が改正箇所） 

改  正  案 改  正  前 

附 則 

（給料月額の特例） 

３～１０ 略 

１１ 令和４年１月１日に在職する市長の同

日以後の在職期間における市長の給料月額

は、第３条第１号の規定にかかわらず、同

号に規定する額からその額の１００分１５

に相当する額を減じて得た額とする。 

１２ 略 

１３ 令和６年７月から同年１１月までの間

に支給する市長の給料月額は、第３条第１

号及び附則第１１項の規定にかかわらず、

同号に規定する額からその額の１００分の

１００に相当する額を減じて得た額とす

る。             （追加） 

 （期末手当の特例） 

附 則 

（給料月額の特例） 

３～１０ 略 

１１ 令和４年１月１日に在職する市長の同

日以後の在職期間における市長の給料月額

は、第３条第１号の規定にかかわらず、同

号に規定する額からその額の１００分１５

に相当する額を減じて得た額とする。 

１２ 略 

 

 

 

 

 

 

（期末手当の特例） 
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改  正  案 改  正  前 

１４～１７ 略 

 

１３～１６ 略 

 

 

 ⑵ 附則第２項の規定による教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専

念する義務の特例に関する条例の一部改正 

（下線部分が改正箇所） 

改  正  案 改  正  前 

附 則 

（期末手当の特例） 

３～５ 略 

６ 特別職の職員の給与に関する条例（昭和

４７年上越市条例第４２号）附則第１７項

に規定する場合における平成２５年１２月

に支給する期末手当の額は、第４条第１項

の規定にかかわらず、同項の規定により算

出した期末手当の額から、当該額に１００

分の１０を乗じて得た額に相当する額（そ

の額に１円未満の端数を生じたときは、こ

れを切り捨てた額）を減じた額とする。 

 

附 則 

（期末手当の特例） 

３～５ 略 

６ 特別職の職員の給与に関する条例（昭和

４７年上越市条例第４２号）附則第１６項

に規定する場合における平成２５年１２月

に支給する期末手当の額は、第４条第１項

の規定にかかわらず、同項の規定により算

出した期末手当の額から、当該額に１００

分の１０を乗じて得た額に相当する額（そ

の額に１円未満の端数を生じたときは、こ

れを切り捨てた額）を減じた額とする。 
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所 管 委 員 会 総務常任委員会 

関 係 案 件 議案第８９号 

提  出  課 人事課 

 

歳出科目（Ｐ10～Ｐ11） 2款 1項 1目 一般管理費 

単位：千円 

事    業    名 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

総務管理費職員人件費 5,067,585 △4,736 5,062,849 

  

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費 

一般財源         △4,736  給料        △4,119 

共済費       △617 

 

 

【補正理由】 

特別職の職員の給与に関する条例の一部改正にあわせ、市長の給料の全額を 5 か月間、

減額することに伴い、関連する歳出を補正するもの 

 

【補正内容】 

 ・令和 6 年 7 月から同年 11 月までの 5 か月間の給料月額について、全額を減額する。    

（6月期末手当相当額を含む。） 

 ・上記の給料減額にあわせて共済費を減額する。 
  

（歳出） 

区 分 補正前 補正額 補正後 

給料 2,201,976 △4,119 2,197,857 

 特別職給料 25,685 △4,119 21,566 

共済費 734,030 △617 733,413 

 共済組合負担金 726,243 △617 725,626 

合計 2,936,006 △4,736 2,931,270 

 


